
議会報告会における意見等の取扱い
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【常任委員会】

・「研究テーマ」

設定

・調査・研究活動
の確認

予算・決算の
審査を通して
の調査研究
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まちづくり連絡会議

まちづくり委員会等

議会ホームページ掲載

議会だよりへ掲載

政策提言

議会へ報告

議案の立案

委員会における

調査・研究

【広報広聴委員会】

委員会ごとの

取扱い結果の

集約・まとめ

1月中旬

【 議運 】

確認

報告

公表速やかに回答
が可能な項目

12月18日
以降
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【広報広聴委員会】

議会報告会に寄せられた

意見・要望の振り分け原案の確認

10月31日 【
議
会
運
営
委
員
会

】

振
り
分
け
結
果
の
確
認【常任委員会各委員長】

振り分け原案の確認・調整

報
告

調整

11月18日

11月上旬
議会に対する意見･要望等

市民・からの
意見・要望・提言

市に対する意見･要望等

・全協
・まちづくり
・議会ＨＰ

【委員会協議会】

・取扱いの検討
及び課題抽出

・市への伝達
事項確認

※市執行部も在席

で行い、委員会で

取り上げる課題や

市民の意見・要望

等も周知する。

12月中旬

ステップ２

中間報告

意見等の取扱い（ステップ２詳細）
ステップ１

意見等の集約・仕
分け・確認

ステップ３

ステップ４

ステップ２

課題発見

・問題の顕在化

・課題及び問題の拡大

・生活不安・地域性など

課題①

委員会として取り上げるべき課題設定

(市民の目線・全市的な視点など)

意見等毎に取り扱いを決定

Ａ）委員会として調査・研究（問題分析）

Ｂ）調査・研究活動は行わないが、予算・決算の審査を通しての調査研究

Ｃ）早急に回答を要するもの（年内）

Ｄ）年度内に回答を行うもの

Ｅ）市へ申し送るもの

Ｆ）その他（聞き置くこととする）

取
扱
い
の
基
準

課題② 課題③市側への伝達

事項確認
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中間報告【広報広聴委員会】12月13日


